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（ ）内は死者数

人対車両

88件（9人）

正面衝突

30件（3人）

右左折時

25件

車両相互その他

21件（2人）

車両単独

58件（5人）

◆ 出合頭事故が 110 件（30.8％）で最も多く、人対車

両が88件で続く。

◆ 死者数にあっても、出合頭事故が 12 人（36.4％）

で最も多く、人対車両が9人で続く。

◆ 過去5年間の一ヶ月平均と比較すると、人対車両

の事故が 63.0％、出合頭事故の死者数が 71.4％

増加している。

◆ 発生

◆ 死者

◆ 傷者

出合頭

110件(12人)
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◆ 発生件数は火曜、木曜が各55件で最も多い。

◆ 死者数は木曜が7人で最も多く、水曜が6人で

続く。

追突

25件(2人)
件数は16～18時が 56件で最も多く、18～20時が 46件で続く。

数は 12～14時、16～18時が各6人で最も多い。
事業所内に掲示するなど、多くの方々にご覧いただけるようご協力ください。

滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp

数は16～18時が 65人で最も多く、18～20時が 53人で続く。



※ 今年は正面衝突事故と信号無視による事故が増加しています！

件 数 死 者 負傷者

本年 1,584 25 1,039

昨年 1,469 29 977

増減数 ＋115 －4 ＋62

件 数 死 者 負傷者

本年 6,411 65 8,392

昨年 6,494 58 8,408

増減数 －83 ＋7 －16

件 数 死 者 負傷者

本年 188 9 270

昨年 175 7 238

増減数 ＋13 ＋2 ＋32

件 数 死 者 負傷者

本年 279 4 397

昨年 267 3 371

増減数 ＋12 ＋1 ＋26

◆悪質・危険運転者対策

道路交通法第６４条、第１１７条の２の２第１号

※

無免許運転

下命・容認

改正前 改正後

違

免許証の
無免許運転の
不正取得 ３

「下命・容認」とは、自動車

法行為をすることを命じたり
１年以下の懲役

または
０万円以下

の使用者等

、運転者が違
の罰金 ５

がその者の業務に関して、

法行為をすることを認める
３年以下の懲役

または
０万

自動車

ことを
円以下の罰金

の運転者に対して

いいます。



道路交通法第６４条第２項、第１１７条の２の２第２号

◆

つかまる

なよ
自動車等の提供行為
無免許運転をするおそれの

ある者に自動車等を提供し、

その提供を受けた運転者が
事業所内に掲示するなど、多くの方々にご覧いただけるようご協

滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.sh

無免許運転した場合。 ５

同乗行為
自動車等の運転者が免許を受けて

いないことを知りながら、その運転者に

対し自動車等を運転して自己を運送す

ることを要求・依頼して同乗した場合。

自転車利用者対策

車貸し

て！

道路交通法第６３条の１０第１項・第２項、第

を命令することができます。

、

進行しなければなりません。

道路交通法第１７条の２

３

命

５

違

「通

５

※ 軽車両とは、自転車、リヤカー、荷車、馬車などをいいます。

道路交通法第６４条第３
３年以下の懲役

または
０万円以下の罰金

１２０条第１項第８号の３・４

０万円以下の罰金

令に違反した場合

万円以下の罰金

項、第１１７条の３の２第１号
内閣府令で定める基準に適合したブレー

キを備えない自転車が運転されている場

合、警察官はその自転車のブレーキを検査

したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止
第１項

反した場合

行区分違反」となり

軽車両が通行できる路側帯

は、道路の左側部分に設けられ

た路側帯に限ります。この場合

歩行者の通行を妨げないように
２年以下の懲役

または
３月以下の懲役

または
万円以下の罰金
力ください。

iga.jp


